
　「すこやかライフ」でとり上げる気管支ぜん息やCOPDに関係する用語を解説します。本誌内容と合わせて病
気への理解にご活用ください。

気管支ぜん息・C
慢性閉塞性肺疾患

OPDの 基礎用語 No.25-1

保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表①

すこやかライフ40号

　「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」（本誌「現場レポート」P13～ 15参照）は、保育所生活において特別
な配慮や管理が必要なアレルギー児の保護者が保育所に提出するもので、乳幼児の症状などを保育所が正しく把握し、保育
所と保護者、嘱託医等が共通理解をもって取り組みを進めるための資料となります。
　指導表は保護者が患児の主治医に記入してもらい、年に 1回、保育所に提出します（使い方は本誌「現場レポート」参照）。
なお、この指導表は厚生労働省が作成した参考様式であり、地域独自の取り組みや、保育・医療現場の意見を踏まえ、改善
していくこととされています。

「保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表」は厚生労働省の次のアドレスからダウンロードできます。
http://www/mhlw.go.jp/bunya/kodomo_kosodate.hoiku/index.html

※表面の気管支喘息、アトピー性皮膚炎、アレルギー性結膜炎について抜粋。
　食物アレルギーについての詳細は裏面（25-2）を参照。



気管支ぜん息・C
慢性閉塞性肺疾患

OPDの 基礎用語 No.25-2

保育所におけるアレルギー疾患生活管理指導表②

すこやかライフ40号

食物アレルギーについて

❶原因物質・除去根拠
　　給食での除去が必要な食物アレルギーの原因食物とその除
去根拠を記載してもらいます。原因物質は「○○類」などひと
くくりにせず、具体的に食品を記載します。「④未摂取」は乳
児など、まだ摂取していない食品の除去が必要と判断される
場合に選択されます。

❷緊急時に備えた処方薬
　　「2. エピペン」に○がついた場合、エピペンを保育所に持参
する場合でも、患児が一人で自己注射をすることは実際上困
難で、周りの人による介助が必要です。保育所におけるエピペ
ンの管理方法や、誤食時の対応について、保護者と保育所と
でよく話し合っておく必要があります。

❸給食・離乳食
　　「2.保護者と相談し決定」に○がついた場合は、代替食対
応などについて保護者と保育所とでよく話し合う必要がありま
す。乳幼児期の健やかな成長のためには、除去に配慮するだ
けでなく、できるだけさまざまな栄養をとることが望まれます。

❹アレルギー用調整粉乳
　　乳児では粉乳が主たるエネルギー・栄養源であるので、具
体的なアレルギー用ミルク名を挙げて記載します。なお、主
要なカルシウム源として離乳完了後も家庭などで料理での使
用や飲用することが望まれます。

❺食物・食材を扱う活動
　　乳幼児は何でも口に入れる傾向があるため、注意が必要で
す。小麦粉やゼラチンの粘土、豆まき用のピーナッツなど、保
育所の生活や行事などで食物アレルギーを引き起こす可能性
について主治医とよく相談しましょう。

❻除去食品で摂取不可能なもの
　　この表に挙げられている食品（調味料など）は、該当食品
に対するアレルギーがあっても多くの場合、摂取可能なもので
す。調理への配慮のために、摂取不可能な場合にのみチェッ
クすることになっています。
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　乳幼児における食物アレルギーは診断が確定していないことが多く、確定診断がついていなくても、食物除去を保育所に
要求する場合には、生活管理指導表が必要となります。
　保育所での対応は安全性を優先して、原因食品を全くとらないようにする完全除去を基本としています。また、食物アレ
ルギーは成長とともに次第に治る例がありますので、除去していた食物を解除する場合には、きちんと医師による診断を受
けてから、保育所に除去解除の書面を提出し、その食品を食べられるようにします。

アレルギー性鼻炎を含む指導表全体については、表面記載の厚生労働省ホームページよりご確認ください。


